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平 成 2 7 年 3 月 2 日 政 策 会 議 

政策提言・広域連携課 

 

４ 「三重県国土強靭化地域計画（仮称）」中間案について 

 

１ 策定の背景 

○ 平成 25 年 12 月に施行された国土強靭化基本法に基づき、国においては、平成 26

年６月に「国土強靭化基本計画」（以下、「国の基本計画」と表記）を閣議決定し、強靭な

国づくりを進めています。 

また、地方公共団体における国土強靭化計画の策定指針となる「国土強靭化地域計

画策定ガイドライン」（以下、「ガイドライン」と表記）もあわせて策定されました。 

○ 三重県では、南海トラフ地震の発生が危惧され、事前防災及び減災の取組を進める

ことが喫緊の課題となっていることから、ガイドラインを参考に、平成 27 年６月を

目途に、「三重県国土強靭化地域計画（仮称）」（以下、「県の地域計画」と表記）を策定す

ることとしました。 

 

２ 基本的考え方 

○ 県の地域計画は、概ね 10年先を見据え、国土強靭化に関する今後の取組の方針等を

示すものとします。また、必要に応じて、「みえ県民力ビジョン・行動計画」の改定等

にあわせ内容を見直すこととします。 

○ 県の地域計画の策定にあたっては、国の基本計画やガイドラインを参考にします。 

○ 対象リスクは、国の基本計画と同様、大規模自然災害とします。このため、「三重県

新地震・津波対策行動計画」や「三重県新風水害対策行動計画(仮称)」の内容を参考に

します。 

○ 毎年度、取組の進捗を把握して、翌年度の取組に反映します。 

 

３ 策定手順 

○ ガイドラインを参考に、次の手順で進めました。 

・ステップ１：目標の設定 

・ステップ２：「起きてはならない最悪の事態」（リスクシナリオ）の設定 

・ステップ３：リスクシナリオごとに脆弱性の分析・評価、課題の検討 

・ステップ４：今後の取組方針の検討 

 

４ 基本目標 

○ 国の基本計画を参考に、次の４つとしています。 

・人命の保護が最大限図られること 

・県の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

・県民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

・迅速な復旧復興 
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５ 脆弱性評価 

（１）「起きてはならない最悪の事態」の設定 

○ 目標の妨げとなる「起きてはならない最悪の事態」（仮に発生すれば、県内に致命的な

影響が生じると考えられる事態）として、国の基本計画で設定している事態を参考に、

県の実情にあわせて 39の事態を設定しています。 

 

（２）脆弱性の分析・評価、課題の検討 

○ 「起きてはならない最悪の事態」を回避するための取組について、脆弱性を分析・ 

評価し、課題を検討しました。 

 

（３）脆弱性評価結果のポイント 

○ 評価結果のポイントは、次のとおりです。 

・国土強靭化に資する取組は既に多く行われているものの、まだ十分ではないこと

から、今後も引き続き、取組を進める必要がある。 

・建物や施設の耐震化対策などのハード対策だけでなく、ハザードマップの作成や

業務継続計画（ＢＣＰ）の作成などのソフト対策も進める必要がある。 

・国土強靭化の取組を効果的に行うためには、市町や企業等との連携が不可欠であ

ることから、各主体と連携し、取組を進める必要がある。 

 

６ 国土強靭化の取組方針 

○ 評価結果に基づき、今後の国土強靭化の取組方針（推進方針）をリスクシナリオ

ごとに整理しています。 

なお、本県の実情を踏まえた主な取組等は、次のとおりです。 

 

［本県の実情を踏まえた主な取組方針］ 

○土砂災害危険箇所数が多いことを踏まえた土砂災害対策（リスクシナリオ 1-5） 

［取組方針］・土砂災害のおそれのある区域を明確にし、市町の行う警戒避難体制の整備支援

を強化するため、土砂災害警戒区域等を指定する。 

・市町が避難勧告等を発令する際の的確な判断につなげるため、県が提供する土

砂災害危険度情報などの効果的な活用による土砂災害警戒避難体制の整備を

支援する。                            等 

 

○離島等への対策（リスクシナリオ 2-2） 

［取組方針］・離島及び交通脆弱地にある漁港について、緊急時における物資輸送拠点とする

ため、耐震強化岸壁等を整備する。 

・災害時における集落の孤立可能性について把握するとともに、外部との通信確

保に向けた備えとして、市町が実施する孤立化防止対策事業を支援する。 等 
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○観光県であることを踏まえた観光地の防災対策（リスクシナリオ 2-5） 

［取組方針］観光事業者や観光関係団体、市町等が主体的に観光地の防災対策に取り組むこ

とができるよう、避難誘導や帰宅支援など観光客の安全・安心を確保するため

の課題検討を行う場を設けることにより、具体的な対策を促進する。 

 

○石油コンビナート等の防災対策（リスクシナリオ 5-3） 

［取組方針］・コンビナートに係る設備の耐震化や護岸等の強化など地震・津波対策を促進する。 

・石油タンクの耐震基準への適合率を高めるため、耐震改修を促進させる。 

・火災、煙、有害物質等の流出により、コンビナート周辺の生活、経済活動等に 

甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、関係機関による対策を促進する。  等 

 

○リニア中央新幹線の整備促進（リスクシナリオ 5-4） 

［取組方針］「リニア中央新幹線」については、我が国の経済社会を支える東西大動脈の代替

輸送ルートの輸送モード相互の連携・代替性の確保に向けて、その超高速性に

より国土構造の変革をもたらす国家的見地に立ったプロジェクトであることか

ら、東京・大阪間の全線同時開業を目指して、国に働きかけていく。 

 

○外国人住民が多いことを踏まえた外国人住民向けの防災対策（リスクシナリオ 8-3） 

［取組方針］県内には多くの外国人住民が生活していることから、さまざまな主体と連携し

た外国人住民向けの防災訓練の実施を通じて、将来、災害時に地域の支援者と

なりうる外国人住民の育成につなげる。 

 

７ 計画の推進と不断の見直し 

○ 国の基本計画や県内市町の地域計画と連携し、取組を推進します。 

○ 毎年度、その進捗状況を把握し、翌年度の取組に反映します。 

○ 必要に応じて、「みえ県民力ビジョン・行動計画」の改定等にあわせ、内容を見直

します。 

 

８ 今後の予定 

平成 27年３月中旬 市町に意見照会、パブリックコメントの実施 

５月 最終案の調製、市町に意見照会 

６月 県議会常任委員会に最終案を提示、策定・公表 

 

９ その他 

○ 国土強靭化地域計画に基づき実施される取組に対する国の支援については、当初、

国から何も示されていませんでしたが、平成 27年 1月に、関係府省庁所管の交付金・

補助金において、「交付の判断にあたって、一定程度配慮」することとされました。 

 






